
は ば た き 賞 表 彰 実 施 要 綱 

第１  趣旨 

本県における児童生徒の、他の模範となるさわやかな行為や活動を表彰し、もって、

児童生徒の社会的行動や道徳的な態度、実践力の向上などの学校教育の一層の充実に

資する。 

第２  表彰対象 

    岩手県内に所在する国公立及び私立学校に在学する児童生徒及び児童生徒で構成す

る団体とする。 

第３  表彰基準 

表彰は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるものの一に該当するものについ

て行う。 

    １  善行表彰 

ア  人命救助等他の模範となる勇気ある行為を行ったもの 

イ 福祉・介護、ボランティア、環境、国際交流、文化財保護、文化・スポ－ツ振興

等をはじめ、広く地域・社会に寄与する児童生徒の自主的・自発的な実践活動であ

り、その活動が社会的に善いことと認められ、相当の評価を受けているもの 

    ２  奨励表彰 

ア  クラブ活動、部活動等の対外活動、各種コンク－ル等において顕著な成果をあげ

たもの ただし、県民栄誉賞及び岩手県スポーツ賞表彰の対象に該当するものはの

ぞく 

      イ  児童会、生徒会活動等で校風を高める等他の模範となる活動を行ったもの 

    ３  努力表彰 

      ア  地道な努力を継続して実践し、他の模範となる活動を行ったもの 

      イ  障がいのある児童生徒で、その障がいの克服のために努力し、他の模範となるも

の 

第４  表彰の方法 

    表彰は、岩手県教育委員会教育長が表彰状を授与する。ただし、記念品を併せて授

与することができる。 

第５  表彰は原則として年２回行う。 

   付則 

  この要綱は、昭和６３年７月２３日から施行する。 

この要綱は、平成２０年９月 ３日から改正施行する。 

この要綱は、平成２１年７月 １日から改正施行する。 

この要綱は、平成２２年１月１５日から改正施行する。 

この要綱は、平成２４年６月２２日から改正施行する。 

この要綱は、平成２８年６月１０日から改正施行する。 


